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第１章 はじめに（背景と目的）       

（１）太田本所庁舎建設の背景 

群馬東部水道企業団（以下「企業団という。）は、人口減少に伴う水道料金収入の減少をはじ

めとした水道事業を取り巻く環境の悪化により、市町単独での事業体としては対応が困難となっ

たことから、広域化による施設整備、管理運営及び経営の効率化を目的として、３市５町の水平

統合により平成２８年に設立されました。 

企業団では「持続可能な水道による安定した水の供給」を目指し、下図のような将来の理想像

を具現化するための施策を策定し、事業を推進しています。 

その事務は太田本所・館林支所・みどり支所の３庁舎にて行っており、太田本所については太

田市から譲渡を受けた旧水道庁舎（以下「現本所庁舎」という。）を使用しています。 
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この現本所庁舎は昭和４４年に鉄筋コンクリート造２階建てとして建設され、昭和５６年に

は２階の一部と３階部分の増築を経て現在に至っており、企業団の総務・企画・工務課の職員

の執務場所及び包括業務委託先である株式会社群馬東部水道サービス（以下「GTSS」とい

う。）のお客様窓口・水道施設の維持管理拠点として使用されています。 

現本所庁舎については、当初建設された１・２階部分は法定耐用年数である５０年を超えて

おり、さらに平成２４年に太田市にて実施した耐震診断にて耐震性能不足判定を受けたにもか

かわらず、耐震改修工事も未完了のままとなっております。 

このような現状では来庁者、従事する企業団職員及び包括業務委託先である GTSS 職員の事

務執行の安全性が確保されているとは言えず、さらには今後求められてくる危機管理拠点（参

考：太田市地域防災拠点計画抜粋）としての機能を強化するためにも早急な対応が必要となっ

ています。 

また、建設から５０年以上経過しているため主要構造部の耐震強度だけでなく屋上防水、給

排水衛生設備等にも経年劣化がみられているため、多額の補修・改修費用が見込まれます。さ

らに建設当初は想定されなかったバリアフリーやユニバーサルデザイン、省エネ、脱炭素社会

の推進等の庁舎建築に対する新たな要求項目も生じており、部分的な改修等では対応できない

状態となっています。 

 

以上のことから、本基本計画では、現本所庁舎の現状と問題点を検討し、新本所庁舎（以下

「新本所庁舎」という）建設の必要性を確認するとともに、建設位置や建物仕様、概算工事費

及び事業スケジュールなどの基本計画を示すものであります。 
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（２－１）基本計画とは        

本所庁舎建設基本計画は、現本所庁舎の課題を解決するとともに、将来にわたり親しまれる群

馬東部水道企業団太田本所庁舎を建設するため、設計や工事に配慮すべき基本的な考え方を定め

た本所庁舎建設の指針となる計画です。本計画において、企業団が目指す理想的な本所の在り方

を示すとともに、実現するための基本的な考え方として４つの基本理念を掲げています。 

また、この４つの基本理念を踏まえ、新本所庁舎に必要な機能、施設及び手法を示す整備方針、

建設場所や施設の規模及び周辺施設の整備に関する考え方を示す施設計画、整備スケジュール及

び事業費等を示す事業計画についても併せて定めています。 

 

（２－２）基本理念 

企業団では、水道事業の基本理念である「安全で安心な水を安定供給し続ける水道」に基づき、

需要者に対して親しみやすさと便利さを備えた本所を実現し、住民サービスの拠点となる本所の

建設については、地域住民に相応しい安らぎと快適さを感じられる温もりのある庁舎を目指して

いきます。また、東日本大震災を契機に住民の防災意識が高まる中、今後、高い確率で発生する

と言われている首都直下型地震や、昨今の異常気象により増加傾向にある自然災害に備えるとと

もに、災害時には住民の生命と生活を守る防災拠点として、速やかな復旧・復興活動が可能とな

る災害に強い庁舎建設に取り組みます。そのために、来庁したすべての人に親しまれる、安心・

安全・快適な庁舎を目指し、現本所庁舎の課題を踏まえて、次に掲げる４つの基本理念をもとに

検討します。 

 

＜４つの基本理念＞  

１．利用しやすく親しみやすい快適な庁舎  

 来庁者が機能的で分かりやすいレイアウトにするなど、誰もが利用しやすい配置とするとと

もに職員が能力を十分に発揮できるように働きやすい職場環境を整備します。 

 

２．住民の生活を守る安全・安心な庁舎      

 地震等の自然災害発生時に復旧・復興活動を迅速に行える機能を整備し、防災拠点機能の拡

充を図ります。また、平常時においても、来庁者が安全・安心して利用できるように防犯対策

の強化を図ります。     

 

３．長期間に渡って使用できる効率的で経済的な庁舎    

 機能性を重視したシンプルで効率的な庁舎を目指すとともに、維持管理を容易にし、建物の

長寿命化を図ります。また、時代のニーズに対応した住民サービスを適切に提供するため、将

来の変化に対応可能な柔軟で効率的な庁舎機能を整備します。 

 

４．環境に優しいエコな庁舎 

 環境に優しいエコな水道施設の実現に向けて、自然エネルギーの活用や省エネルギー技術の

積極的な活用を図ることで ZEB(ｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ)の実現に努めます。 
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（３）現本所庁舎の状況 

①立地状況         

  現本所庁舎は太田市の旧水道庁舎であったもので、市の中心部に位置しており、企業団の総

務課・企画課・工務課、包括業務委託先である GTSS（群馬東部水道サービス）及び料金受理

の委託先である GCCJS（群馬自治体サービス）が執務を行っています。 

なお、GTSS 及び GCCJS では水道事業のほかに隣接地にある太田市役所の下水道事業の

業務の一部を委託されています。 

 

②現本所庁舎の利用状況 

現本所庁舎 太田市浜町 11 番２8 号 

所在課 

（委託先） 

局長、本所担当次長、総務課、企画課、工務課（太田市内） 

GTSS（群馬東部水道サービス） 

GCCJS（群馬自治体サービス） 

主な業務 水道事業運営・施設建設に関すること。 

水道施設の中央監視・運転管理 

給水装置工事等の受付・設計審査等、太田市内の漏水対応 

上下水道料金の受理 
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③現本所庁舎の施設状況        

 現本所庁舎は昭和４４年に２階建ての庁舎として建設され、昭和５６年には、２階の一部と３

階部分を増築しました。当初の建築部分は旧耐震基準（昭和５６年以前）での建築物であり、平

成２４年に行った耐震診断でも建物全体として耐震性能不足となっております。当初の建築部分

については、法定耐用年数である５０年を超え、老朽化も著しく、使用している来庁者及び職員

の安全面からも早急な対応が求められている状況です。 

建築年月 昭和 44 年 12 月（１階、２階） 

昭和 56 年 10 月（２階の一部、３階）※増築  

経過年数 5２年（増築からは４０年） 

構造  鉄筋コンクリート造（１階、２階） 

鉄骨造（３階） 

耐震補強 未施工 

階層  地上３階 

高さ 13.15ｍ 

軒高 12.70ｍ 

建築面積 1,299.04 ㎡ 

延床面積 3,058.55 ㎡ 

１階：1,018.71 ㎡ 

２階：1,014.82 ㎡ 

３階：1,025.02 ㎡ 

改修歴 平成 24 年 10 月 耐震診断（１階～３階 耐震性能不足判定） 

平成 26 年 2 月 ３階改修工事（耐震補強工事は未施工） 

来庁者駐車場台数 33 台 

 

※老朽部分 
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（４）新本所庁舎の必要性 

（基本理念を踏まえた計画条件の整理） 

１．問題点の抽出 

①現本所庁舎の構造体の安全性・避難誘導の安全性 

ア 耐震強度の不足  

…平成２４年度に実施した耐震診断から９年が経過し、構造体の老朽度も進行しています。

災害発生時における現本所庁舎の倒壊により、来庁者や職員の生命が危険にさらされる

リスクが高まっています。 

イ 維持管理コストの増加 

…老朽化による修繕費等の維持管理コストの増加が見込まれます。 

ウ 避難諸設備の不備・不足 

…執務室や廊下の幅が狭く、来庁者と職員の避難動線が交錯する部分もあり、来庁者や職

員の安全かつ円滑な避難が困難となっています。 

 

②現本所庁舎の執務環境の問題        

  庁舎の理想は、来庁者に親しまれて分かりやすく、人と環境にやさしく利用しやすい施設で

あるべきと考えます。また、職員にとっても来庁者に対して満足度の高いサービスの提供や効

率的な事務処理を行える執務スペースであることが必要です。 

ア 執務スペース（事務スペース、会議スペース）の不足 

…事務スペースの狭さや会議室の不足により機能的な執務スペースを確保できず、効率的

な事務作業を遂行できていません。特に現在のコロナ禍においては執務スペースの不足

のため、ガイドラインへの対応も不十分であり、庁舎外の賃貸スペースにて執務をして

いる職員もいる状況です。 

イ 窓口スペースの不足  

…窓口業務においても、来庁者側及び職員側スペースが狭いため、迅速かつ効率的なサー

ビスが提供できていません。  

ウ 待合スペース・相談スペースの不足   

…執務スペースの不足及びレイアウトの特性により、来庁者の待合スペースや相談スペー

ス等が十分に確保できていない状況です。 

エ 保管スペース（書庫、倉庫）の不足 

…書類等を保管する書庫や倉庫等のスペースが不足しているため、浄水場等へ保管してい

る場合もあり、盗難や紛失等の危険性が発生しています。 

オ  バリアフリーやユニバーサルデザインへの対応不足 

…建設当時はこれらの概念は想定されておらず、完全に対応するためには、平面計画や断

面構成等の抜本的改変を必要とします。 
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執務スペース比較検討 
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③防災拠点機能の問題 

企業団の本所としては、災害時に被災者に対して早急な支援、復旧・復興活動などを行う防

災拠点としての役割を果たさなければなりません。   

ア 耐震強度不足 

…新耐震基準（昭和５６年）以前に建設され、耐震補強も実施されていない現本所庁舎は、

強地震時に損傷を受ける可能性が高く、災害時に防災拠点となるべき施設としては著し

く不適当です。 

イ 防止拠点としての設備・機能不足 

…被災時に必要な災害対策本部に使用できる会議室もなく、被災者に対応する避難スペー

スや支援活動に必要な資材を保管する倉庫も不足している状況です。 

ウ ライフラインのバックアップ体制の不備 

…被災時に必要なライフライン（電気・水道・ガス等）のバックアップ機能が十分ではな

く、設備的に追加・拡張も困難な状態です。 

 

２．整備方針の策定 

目標となる基本理念及び現庁舎の状況から明らかとなった問題点から基本理念に沿って  

４つの整備方針を定めます。 

  

１．利用しやすく親しみやすい快適な庁舎     

  

２．住民の生活を守る安全・安心な庁舎       

 

３．長期間に渡って使用できる効率的で経済的な庁舎         

  

４．環境に優しいエコな庁舎        
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第２章 新本所庁舎建設基本計画 

（１）整備方針     

１．利用しやすく親しみやすい快適な庁舎 

①誰もが利用しやすいレイアウトと設備の採用 

来庁者の動線に配慮したレイアウトを実現するとともに、バリアフリーやプライバシーに

配慮した誰もが利用しやすく安心できる庁舎とします。 

ア）ユニバーサルデザインを取り入れた本所機能の整備 

高齢者、障がい者、乳幼児を連れた方、日本語に不慣れな方など、すべての人が利用しや

すいように配慮し、通路の幅の確保、多目的トイレの設置、分かりやすい案内板の表記を検

討するなど、ユニバーサルデザインを取り入れた庁舎とします。 

イ）窓口機能の集約 

来庁者の利用が多い料金窓口及び給水申請窓口を入口付近に配置し、一連の手続きがスム

ーズに行えるようにします。 

ウ）分かりやすい案内サインの設置 

床や頭上の空間等を利用し、誰もが分かりやすく、来庁者を目的の場所に誘導できるよう

に色彩にも配慮した案内サイン表示を行います。また、各窓口に手続き内容等を示した案内

表示板を設置し、目的の窓口が容易に見つけられるようにします。 

エ）利用形態に合った窓口スペースやカウンターの設置 

手続きや相談等に必要な時間を考慮し、来庁者が気持ちよく利用できる機能的な窓口スペ

ースを確保します。 

 

 

（出典：水道事業団広域化基本計画） 

 

オ）個別相談室の設置 

個人のプライバシーに配慮し、来庁者が安心して利用できる相談スペースを設置します。 

カ）機能的な会議室の設置 

様々な会議に対応可能であり、必要に応じてパーテーション等で自由に部屋数が変化でき

る機能的な会議室を設置します。さらに、災害時には災害対策本部としての機能を有する

設備を配置した会議室を設置します。 
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キ）キッズスペース等の設置        

ベビーベットや授乳室などのキッズスペースを設け、乳幼児を連れた来庁者が利用しやす

い環境を整備します。 

 

②職員が働きやすい環境を整備 

ア）快適な執務空間の確保        

ゆとりある快適な執務空間を確保するとともに、執務室内で簡易な打合せができるスペー

スを確保するなど、効率的な執務が行える職場環境を整備します。 

イ）職員の福利厚生機能の充実       

職員が心身の健康を維持できるように、福利厚生機能の充実を検討します。 

 

③住民に親しまれるデザインと施設の採用 

 長期間にわたり、周辺住民にも愛着をもっていただけるデザインを採用します。また、利便

性が高く、気軽に立ち寄れるスペースを設置し、住民に親しまれる本所庁舎を目指します。 

ア）周辺の環境や自然と協調するデザインの採用 

周囲の景観と調和し、多くの方の印象に残り、安らぎを感じるデザインとします。また、

外部仕上材に経年劣化が少なくメンテナンスコストの低い素材等を使用して、容易に管理で

きる庁舎とします。 

イ）住民が親しみを持てる施設等の配置  

住民が立ち寄った際に親しみを感じることができ、気軽に立ち寄れる休憩場所等を設置し、

快適に過ごせる空間を作ります。   

 

 

２．住民の生活を守る安全・安心な庁舎 

①高い耐震性能の確保と防災拠点機能の充実 

  地震等の災害発生時に倒壊や崩壊しないだけでなく、発生後に行政機能を維持し、災害後に

復旧・復興活動の拠点となり、円滑な業務が行える庁舎とします。 

ア）高い耐震性能の確保 

高い耐震性能を確保することで、建物への被害を最小限とすることができ、地震発生後も

庁舎としての機能を維持し、その後の復旧・復興活動の拠点として活動を円滑に行うことが

できます。 

また、非構造部材（天井・照明器具・設備器具等）についても耐震性能を確保し、室内の

棚やロッカー等の転倒防止のための対策を行います。 

イ）代替給水設備等の検討 

災害発生時の避難所、発生後の復旧・復興活動の防災拠点として活動するためにはライフ

ラインの確保は必須となります。そのためには電気の供給が停止した場合でも活動を維持で

きるように再生可能エネルギーを蓄電して利用できるシステムの採用を検討します。  

また、給排水設備等についても継続して使用できる施設等の整備を検討し、活動が円滑に

行えるようにします。 
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ウ）分かりやすい避難誘導計画の検討 

火災発生時に庁舎内にいる方がスムーズに避難ができるように分かりやすい避難経路や

誘導に必要な設備の設置を検討します。 

また、視覚や聴覚に障がいがある方にも分かりやすい避難指示を伝えるサインやランプ、

音声などの設備を採用し、安全を確保します。 

 

②庁舎内のセキュリティの向上 

庁舎内では、多くの個人情報を保有しており、多くの方の来庁することから、個人情報の保

護や防犯対策の観点からも防犯カメラやセキュリティシステム等を導入して、セキュリティの

向上を図ります。 

ア）個人情報保護に配慮したレイアウト(諸室配置)や収納スペースの確保 

開庁時間中の個人情報保護に加えて、閉庁時の個人情報保護にも配慮し、個人情報が記載

された文書等を適切に管理・保管できる収納書庫や倉庫を確保します。 

イ）防犯対策の強化  

出入口や利用者の多い窓口等に防犯カメラを設置することで、庁舎内の死角となる部分を

減らすとともに、個室相談室等の安全対策を強化し、防犯性能の向上を図ります。また、効

果的な位置に防犯カメラを設置して、閉庁時間中の防犯対策を強化します。 

ウ）行政情報の発信源としての庁舎 

来庁者にとって分かりやすく、見やすい位置に企業団や構成団体の情報スペースや掲示板

等を設置して、多くの来庁者に水道事業等の行政情報を提供できるようにします。 

 

 

３．長期間にわたって使用できる効率的で経済的な庁舎 

①長期間の使用を想定したデザインや設備の採用 

長期間にわたって使用し続けられる庁舎を目指して、建物本体や設備等の維持管理が容易な

庁舎とします。 

また、長期間にわたり、住民に親しまれるシンプルなデザインとすることで、建設費や維持

管理費の軽減を目指します。  

ア）維持管理に配慮した施設設備の採用 

建物の寿命は、適切なメンテナンスを行うことにより大きく変化します。建物本体に十分

な点検スペースを確保し、長期間にわたり、効率的な維持管理を行うことで、建物の長寿命

化を図ります。さらに、耐久性の高い建材、仕上材を採用してメンテナンスサイクルの延伸

を図りトータルコストを低減します。 

また、更新や修繕時に迅速に対応できるように、汎用性のある設備機器の採用を検討しま

す。 

イ）機能性を重視したシンプルなデザインの採用     

建物や内装は機能性を重視して、流行に影響されないシンプルで効率的なデザインを採用

することで、建設費の軽減に努めます。 
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②効率的な行政執務機能の確保 

住民のニーズや組織機構の変更に対応するため、効率的で柔軟に利用できる執務空間を採用

するとともに、デジタル情報化社会への対応を図ります。 

ア）将来の変化に対応できる効率的な執務空間の採用     

職員が相互にコミュニケーションを図ることができ、組織機構の変更に柔軟に対応できる

執務空間とするため、できるだけ柱や壁を少なくして、執務室の間仕切りを行わないレイア

ウトとします。 

イ）デジタル情報化社会への対応        

行政運営の効率化及び住民サービスの向上のため、デジタル情報化社会の進展に柔軟に対

応できるような情報通信設備を拡充します。 

 

 

４．地球環境に優しくエコな庁舎 

地球に優しい水道事業の達成に向け、自然エネルギーの活用や省エネルギー技術の採用により、

環境負荷の低減に努めＺＥＢの実現を目指します。 

また、地球規模で課題となっている脱炭素社会の実現に向けて省エネルギーのみでなく炭素排

出量の少ない建材の使用等により、建設工事における排出炭素の低減に努めます。 

ア）自然エネルギー設備の導入 

屋上スペース等を活用した太陽光発電設備など、再生可能エネルギーを導入し、発電した

電気を庁舎で活用します。 

イ）省エネルギー、省資源設備の導入 

  省エネルギー効果が期待できるＬＥＤ照明などの高効率な設備を採用します。 

また、その他の省エネルギー設備等についても導入を検討します。  

ウ）建物自体で環境負荷の低減を可能とする庁舎 

エネルギー効率が高い庁舎の平面・断面構成を検討するとともに、内外装材に断熱性に優

れた建具やガラス等を採用し、プランニングから材料に至るソフト面からハード面までを総

合的に検討された、省エネルギーが可能となる庁舎とします。 

エ）緑化の推進 

緑化の推進は、水道事業と森林の水源涵養機能の観点から関係が深く、清涼な森林は清流

を連想させます。ＳＤＧｓに関連して地球規模で緑化が推奨されており、ＳＤＧｓのＧＯＡ

Ｌ６には「安全な水とトイレを世界中に」とあります。 

これからの水道事業施設である新本所庁舎は、森林資源の涵養との連繋を念頭に、積極的

に敷地内及び庁舎内の緑化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：群馬県造園緑化協会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）  
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（２）施設計画         

１．建設予定地の検討 

①建設位置の比較検討        

現本所庁舎敷地内の南側に建設する案（Ａ）と、移転候補地＜下浜田町＞に建設する案（Ｂ）

の２案について、諸条件を比較検討します。 

 
②法・規制条件の比較検討 

法・規制条件の比較表 

項  目 （Ａ）現本所庁舎敷地内 （Ｂ）移転候補地＜下浜田町＞ 

所在地  太田市浜町１１番２８号 太田市下浜田町 

都市計画区域 区域内 区域内 

区域区分(線引き) 市街化区域 市街化区域 

２２条区域 指定あり（※太田市告示第 32 号） 指定あり 

用途地域 商業地域 準工業地域 

容積率 400% 200％ 

建ぺい率 80% 60％ 

前面道路による 

容積率制限値 

0.6 

 

0.6 

道路斜線 適用距離 20ｍ、勾配 1.5 適用距離 20ｍ、勾配 1.5 

隣地斜線 立上 31ｍ、勾配 2.5 立上 31ｍ、勾配 2.5 

日影規制 適用なし 高さ 10ｍ超  

地盤面４ｍ  5Ｈ，３Ｈ 

高さ制限 適用なし 適用なし 

北側斜線 適用なし 適用なし 

その他の規制 （構造計算条件） 

・垂直積雪量    30ｃｍ 

・基準風速     30ｍ/ｓ 

・地表面粗粒度区分 Ⅲ"  

（構造計算条件） 

・垂直積雪量    30ｃｍ 

・基準風速     30ｍ/ｓ 

・地表面粗粒度区分 Ⅲ" 
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諸条件の比較表 

項  目 （Ａ）現本所庁舎敷地内 （Ｂ）移転候補地＜下浜田町＞ 

利用者の利便性  太田市庁舎に隣接するので連携

を取りやすい。  

 

 

○ 

太田市庁舎と距離が有るため建築

指導課、下水道課等の関連窓口と

遠く、移動に時間を要する。 

 

△ 

敷地の法的規制 商業地域、容積率 400％、 

建ぺい率 80％、日影規制なし 

準工業地帯、容積率 200％、 

建ぺい率 60％、日影規制あり 

近隣住宅等の条件 ３方を道路に囲まれ、北側には店

舗や住宅がある。 

太田市庁舎に八瀬川と道路を挟

み隣接する。 

周辺は太田都市ガスや建設会社

の社屋があり住宅は少ない。 

３方を道路に囲まれ、南に公園が

ある。 

道路を挟んで東側には大規模自動

車工場があり、西・北側には店舗や

住宅がある。 

建築面積の確保は可

能か（４階建の場合約

950 ㎡） 

敷地面積4,534㎡で確保可能だ

が現庁舎を使用しながらの工事

となるため、確保に配慮を要す

る。 

△ 

敷地面積 6,697 ㎡であり 

確保可能 

 

 

○ 

必要延面積の確保は

可能か（約 3,500 ㎡） 

確保可能 

○ 

確保可能 

○ 

移転・仮設に要する費

用 

仮駐車場は必要（別敷地） 

移転費用：引越代×１回 

△ 

仮駐車場は不要 

移転費用：引越代×１回 

○ 

整備期間 新庁舎完成後に現庁舎を解体し

駐車場等を築造するため、整備期

間が長くなる。 

△ 

設計作業と既存建物撤去工事を並

行して実施可能で整備期間に影響

しない。 

○ 

評価 △ ○ 

上の表より、日影規制等の規制条件では（Ａ）案が有利であるものの、どちらのケースでも必要

となる面積の確保は可能です。（Ａ）案の場合は、営業している現本所庁舎の南側に来客用駐車場

を撤去して建設するため駐車場の一時移転が必要となります。また、駐車場内建設のため階数増や

形状の変更が必要となります。工事期間中は、駐車場が別敷地となるため市民サービスの質の低下、

業務効率の低下が懸念されます。 

また、整備期間に与える影響として、（Ａ）案の場合は新庁舎完成後に引越し、現庁舎解体後に

駐車場・外構（フェンス、門扉等）の造成となるため、既設建物解体から庁舎建築、駐車場等の造

成、引越までを一連で作業できる（Ｂ）案と比べて整備期間が長くなります。 

（Ｂ）案においては、設計期間中に既存建物を解体できれば、さらに整備期間を短縮することも

可能です。 
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２．各部の計画 

新庁舎が有すべき機能 

①業務効率性に配慮した計画 

ア 執務室 

・ 機構改革等に柔軟に対応できるように、原則としてオープンフロア形式としますが、機密

情報やプライバシー保護などのセキュリティに十分に配慮し、必要に応じて個室形式も採

用します。 

・ 関係部署間の横断的連携や情報共有、職員間のコミュニケーションを円滑にし、業務効率

と市民サービスに配慮した配置・動線とします。 

・ 来庁者の利用部分と執務空間を明確に区分します。 

・ 小ゾーンでの制御が可能な空調換気システム、照明設備を整備します。 

・ ＯＡ機器等のレイアウト変更に対応しやすいフリーアクセスフロアを基本とします。 

 

イ 会議スペース 

・ 多様な用途に使用できる適切な中規模の会議室を、可能な限り各フロアに配置します。 

・ 多人数に対応可能で移動間仕切等によりフレキシブルに利用可能な大会議室を設置します。

また、災害等非常時に対策本部として活用するための機能を付加します。 

・ 日常的に使用する小会議室や作業スペースを執務空間内に配置します。 

 

ウ 収納機能 

・ カウンターと一体となった収納庫や壁面を利用した収納庫を設置し、空きスペースを活用

した効率的な収納空間を確保します。 

 

エ セキュリティ対策 

・ 窓口機能を１フロアに集約するなど、庁舎内のゾーニングを明確にすることで、市民に開

放するスペースを確保する一方で、個人情報や行政情報の保護、夜間・休日等におけるセ

キュリティの確保を図ります。 

・ 庁舎内にある様々な行政情報の保護、個人情報の保護の観点から、高度なセキュリティが

求められる執務部分については、ＩＣカードによる入退管理を行う等、必要に応じた対策

を講じます。 

 

オ その他（福利厚生機能の充実等） 

・ 来庁者の利用空間において、必要な利便設備・機能を設置します。 

・ 職員が健康を維持し、職務を円滑に進めるために休憩室等に必要な機能を整備します。 

・ 給湯室及び更衣室を原則として各フロアに配置します。 

・ シャワー室を利用しやすい位置に配置します。 

・ その他必要となる諸室については、用途に応じて効率的に使用し管理できるように要所に

配置します。 
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②業務の効率性確保 

執務室は、組織改編などにも柔軟に対応できるようにオープンフロア方式とします。この

方式の採用により、執務室内に日常的に使用する作業スペースや打合せスペースを確保で作

業効率向上や部署間の連携に配慮した設計とします。 

加えて、レイアウト変更の支障となる構造体（柱、壁）が最小限となるフロア構成を採用

します。また、ＬＡＮ配線などのＯＡ機器等のレイアウト変更に対応しやすいフリーアクセ

スフロア(二重床)を採用します。 
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③建物の耐震性能 

新本所庁舎は、都市機能を支える重要インフラである水道事業の中核施設で、災害対策本部

建物でもあり、大規模な地震等の災害時においても建物機能が維持される耐震性能を有する必

要があります。 

このため、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（国土交通省）に基づき 

重要度係数１．２５以上の耐震性を確保することとします。 

 耐震性能に関わる建物の構造は耐震構造、制振構造、免震構造といった種類があります。  

いずれの構造においても建物機能を維持する耐震性能を確保することは可能ですが、新本所庁

舎は最大でも４階建程度の中規模建築物であることから、イニシャルコストや導入効果を考慮

して耐震構造を採用するものとします。 

なお、建築非構造部材、建築設備においても十分な耐震性能を確保できるものとします。 

 

重要度係数の値は、Ⅰ類・Ⅱ類・ Ⅲ類では、それぞれ 1.5・1.25・1.0 となっています。 
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建築物の耐震性能比較 

 耐震構造 制振構造 免震構造 

概要 骨組みで地震に耐える構造 建築内部に振動を吸収する装

置（ダンパー等を設置する構造 

基礎部分に免震装置を設置し

揺れを伝えにくくする構造 

 

 

 

イメージ図 

 

 

 

   

地震発生時の

挙動 

建物自体は崩壊しないが揺れ

自体は減少せず地上の揺れよ

りも大きくなる。上階ほど大

きな揺れとなり建物内の家具

等が転倒する可能性が高い。 

上階になるほど揺れを抑える

力が働きやすいが地面より大

きく揺れる。建物規模（低層）、

構造（ＲＣ造)によってはあま

り効果がない。 

建物の揺れは地面より小さく

なり建物内の家具等への影響

も小さい。 

主に採用され

る建物規模 

どの規模でも採用実績多数 大規模（高層）で採用されるこ

とが多い 

どの規模でも採用実績あり 

コスト 制振構造、免震構造と比較し

て安価 

耐震構造より高額となる場合

がある 

免震装置の設置により高額と

なる 
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④建物構造 

建物構造としては、新本所庁舎の用途（水道庁舎）及び規模（３-４階建）から、 

鉄筋コンクリート造、鉄骨造及び大断面木造の比較検討を行います。 

項目 鉄筋コンクリート造 

（ＲＣ造） 

鉄骨造 

（Ｓ造） 

大断面木造 

（Ｗ造） 

 

 

 

イメージ図 

   

主架構 ・ﾗｰﾒﾝ架構（※1）及び耐震壁併用ﾗ

ｰﾒﾝ架構 

・標準ｽﾊﾟﾝ１０ｍ以下 

・ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ梁は PRC(※2)梁を採用  

・大ｽﾊﾟﾝ構造の構成には極めて有利 

・純ﾗｰﾒﾝ架構形式が可能 

・大断面集成材やﾄﾗｽ構造の採用

により大ｽﾊﾟﾝ構造も可能 

・耐火性能の違いにより高さ、面

積に制限がある 

基礎 ・建物自重が大きく、基礎に要する

ｺｽﾄが高くなる 

・比較的建物自重が軽く、基礎に要

するｺｽﾄが低くなる 

・建物自重が軽く、基礎に要する

ｺｽﾄが低くなる 

耐火性 ・耐火構造とするのは容易 ・準耐火構造とするのは容易である

が耐火構造とするためには耐火被

覆が必要となる 

・防火被覆や燃代設計により準耐

火構造は可能 ※３ 

・耐火構造とするためには、特殊

な構法を採用する必要がある    

居住性 ・遮音性能、防振性能に優れている ・比較的振動等が伝わりやすい ・遮音性能、防振性能の確保には

設計時に配慮が必要 

耐久性 ・ｺﾝｸﾘｰﾄの外壁となり、強度、耐久

性能に優れる 

・性能を維持するためには、仕上材

のメンテナンスが必要 

 

・工場で製作された耐久性に優れた

外装材を採用することが可能 

・性能を維持するためには、外装材

の仕上や継目の止水材のメンテナ

ンスが必要 

・工場で製作された耐久性に優れ

た外装材を採用することが可能 

・性能を維持するためには、外装

材の仕上や継目の止水材のメンテ

ナンスが必要 

施工性 

工事工期 

・鉄筋、型枠、コンクリート工事等

は比較的煩雑である 

・PRC 梁採用の場合、多少工期が

長くなる場合がある 

・工事現場での作業期間は短く、外

壁等は乾式工法となるため、工事

工期は比較的短い 

・使用する鉄骨部材によっては、発

注、製作に長期間必要となる場合

がある 

・工法により、施工の難易度に幅

がある 

・工事工期は、比較的短いが大量

の木材を使用する場合、乾燥に

期間を要する 

長所 ・耐火性、耐久性が比較的高い。型

枠の作り方で自由な形状可能 

・耐力があり耐震性能に優れている 

・耐火及び耐久性が比較的高い 

・RC 造に比べ軽量のため、架構

方法にもよるが、柱ｽﾊﾟﾝを広く

とれる 

・間取りの自由度が高い 

・脱炭素社会の実現に貢献できる 

短所 ・重量が大きい 

・柱間隔があまり広く取れない 

・現場作業の職種と人数が多い 

・工場製作期間を含めた工期が RC

造に比較し長くなる場合がある 

・低層の場合、部材ｺｽﾄも割高にな

る 

・現場作業の職種と人数が多い 

・ｼﾛｱﾘや腐朽対策が必要 

・大量の木材使用のため、材料確

保が課題 

・工場加工に時間を要する 

・条件により建築費が割高になる

場合がある 

コスト 
１．００ 

（0.95～）１．０５ 

※市場の変動の影響大 

１．５５ 

（木質ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ） 

耐用年数 

（※4） 90 年 ８0 年 ４８年 

計画庁舎へ

の適合性 

・低層建築物として主流であり庁舎

の事例も多い 

・堅牢性、耐火性、耐久性に優れる

が自重が大きいため杭基礎への負

担が大きい 

・事務所建築として事例が多い 

・ｽﾊﾟﾝ長を大きくして柱本数を減ら

すことができ、杭本数の低減も可

能 

・一般流通品である規格製材を用

いることでコストを抑えること

は可能であるが、構造計算が難

しいことや納まりの標準化に課

題がある 

※１ ラーメン架構：柱と梁で骨組みを作り、接合部をしっかり固定（剛接合）された構造 

※２ ＰＲＣ：ＰＣ鋼材を使ってｺﾝｸﾘｰﾄに圧縮力を加えるﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの一種で、ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ梁等の大きな荷重に耐

える工法 

※３ 参照「官公庁における木造耐火建築物の設計手法についての一考察」（国法）土木研究所 

※４ 国土交通省 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 別表第３による 
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コスト面は、総額では鉄筋コンクリート造、木造と比較して鉄骨造が安価であり、工期も短

いことから鉄骨造が有利です。また、鉄骨造は鉄筋コンクリート造と比較して軽量であるため

杭工事や将来の撤去費を抑えることもできます。 

ただし、耐用年数が異なるため（鉄筋コンクリートが耐用年数が長い）、年価（イニシャルコ

スト/耐用年数）で比較するとその差は縮小します。 

これらのことと、庁舎の規模、内部レイアウト、付加する機能・設備などを踏まえ、補修・

改修経費、更新費用も含むライフサイクルコスト等までを考慮して、基本設計にて総合的に検

討し採用構造形式を決定します。 

 

⑤配置計画 

  敷地内における建物配置計画は、来庁者の利便性を第一に、災害発生時の緊急車両動線や

緑化・周辺環境及び駐車台数も考慮しつつ、快適な執務環境を確保できるものとします。 

 

⑥執務諸室レイアウト 

「①業務効率性に配慮した計画」の検討内容を踏まえ、標準的なレイアウトイメージを提示

します。 
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（３）事業計画 

１．庁舎の規模 

①今後の人口の見通し 

将来人口を正確に見込むことは困難でありますが、これまでの経緯から総合的に判断すると、

現時点では、人口の大幅な増減を生じることはない見通しと判断しています。 

 

②執務室の面積 

令和３年４月１日現在に本所庁舎に勤務している職員数は、企業団職員が 37 名、水道サー

ビスほか関係会社の職員数が 90 名の合計 127 名となっています。今後も職員数に大幅な増

減はないものと想定して、現在の職員数を元に執務面積を求めます。 

算定方法については、総務省の地方債同意等基準運用要綱及び国土交通省の新営一般庁舎面

積算定基準を参考として検討を行うものとします。 

 

（※別紙資料編-資料１…新本所庁舎の面積算定根拠を参照） 

 

この資料をもとに算定すると、それぞれ 4,818 ㎡、3,453 ㎡となります。  

現在の庁舎面積が 3,058 ㎡でありますが、議会対応の会議室等も借用していることなどを考

慮すると、3,500 ㎡程度を基本とすることとします。 

また、建物の階数ですが、現在が地上３階ですが、床面積を増とする予定であるため、階数

を地上 3 階もしくは地上４階を基本とします。  
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２．事業スケジュールの比較検討 

庁舎の建設は、以下の整備スケジュールを目標に検討していきます。   

   

※赤字は竣工年月 

 

  令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10 年 

基本設計 Ａ        

 Ｂ        

実施設計 Ａ        

 Ｂ        

建設工事 Ａ        

 Ｂ        

庁舎移転 Ａ        

(備品購入) Ｂ        

既存除却工事 Ａ        

 Ｂ        

外構整備 Ａ        

 Ｂ        

 

※補足説明 

候補地（Ａ）は移転（引越）後に既存庁舎を解体するため、建設工事開始から外構整備の竣工ま

での約２年６カ月の間は工事を行いながらの営業・運用となります。利用者、職員の新庁舎利用に

制約が生じると予想されます。 

 

候補地（Ｂ）は建設工事着工前（設計期間内等）に既存庁舎を解体できれば、庁舎建設工事・外

構工事終了後、直ちに営業・運用が可能です。 

 

結果として竣工時期に約１年の差を生じます。 

 

 

 

業務内容 （Ａ）現本所庁舎敷地内 （Ｂ）移転候補地＜下浜田町＞ 

基本設計 令和 5 年 6 月～令和  6 年  7 月 令和 5 年  6 月～令和 6 年 7 月 

実施設計  令和 6 年 9 月～令和  7 年  3 月 令和 6 年 9 月～令和 7 年 3 月 

建設工事 令和 7 年 ６月～令和  9 年  1 月 令和 7 年  6 月～令和 8 年 9 月 

庁舎移転（Ａ） 令和 9 年 2 月～令和  9 年  3 月  

既存除却工事 令和 9 年 ５月～令和  9 年 12 月 令和 6 年 10 月～令和 7 年 2 月 

外構整備工事 令和 9 年１2 月～令和１０年  3 月 令和 8 年 7 月～令和 9 年 1 月 

庁舎移転（Ｂ）  令和 9 年 2 月～令和 9 年 3 月 

営
業
開
始 

竣
工 

竣
工
営
業
開
始 
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３．概算事業費の比較検討 

新庁舎の整備に要する費用については、令和４年度新営予算単価（国土交通省大臣官房官庁

営繕部作成）及び先行自治体事例を参考に、各面積単価《建設（Ａ+Ｅ+Ｍ）、除却、外構、付属

建物》を算定し、施工面積との積から概算事業費を算出しました。  

先行自治体の直近建設単価の平均は４３．８５万円/㎡（落札金額基準）となります。この金

額は各自治体でそれぞれの加算項目（オプション）を含んだ金額でおり、計画予算より高めとな

る傾向にあります。 

計画段階での標準的な予算単価を算定するため、令和４年度新営予算単価を用いて、加算項目

を含まない予算単価を算出しました。            

 その結果、新営予算単価から算出した建設単価は約３５万円/㎡となりました。この金額は特殊

な加算項目を含まない標準的な仕様のため、原材料費の今後の高騰や水道庁舎として必要な施

設（貯水槽・防災設備等）を加算し、４４万円/㎡としました。 

  また、候補地（Ａ…現本所庁舎敷地内）については、建設予定地が狭く、共通仮設や山留・揚

重機器等に加算が予想されるため、それらを加算し４９万円/㎡としました。 

（※資料編 資料 ２…面積単価・資料 ３…先行事例検討 参照 

概算として算出したものであり、今後の市場の動向により変動する可能性があります。） 

①建設費用      

新庁舎の規模を３，５００㎡とした場合の建設に要する費用を比較します。 

項  目 （Ａ）現本所庁舎敷地内 
（Ｂ）移転候補地 

＜下浜田町＞ 
 

基本設計・実施設計   10,000 万円  10,000 万円   

建設工事費   171,500 万円  154,000 万円   

3,500 ㎡ ※４９万/㎡で計算 ※４４万/㎡で計算  

工事監理費   4,000 万円  4,000 万円   

移転費   3,000 万円  3,000 万円   

合  計   188,500 万円  171,000 万円   

       

②その他想定される費用    

項  目 （Ａ）現本所庁舎敷地内 
（Ｂ）移転候補地 

＜下浜田町＞ 

既存除却工事費想定    

候補地Ａ 3,０60 ㎡  9,000 万円      

候補地Ｂ 2,630 ㎡      8,000 万円  

差額    1,000 万円  

外構整備工事費           

（Ａ）２，５００㎡   7,000 万円  10,000 万円  

（Ｂ）４，０００㎡ （Ａ）２，５００㎡ （B）４，０００㎡ 

付属建物建設費車庫棟 

３００㎡ 
  7,000 万円  7,000 万円  

合  計   23,000 万円  26,000 万円  

※除却建物面積は同一として計算しました。候補地（Ａ）については現本所庁舎を運用しながらの解体のため、 

除却工事単価に仮設費等を加算しています。外構整備面積は敷地面積からの概算です。 

③総事業費       

項  目 （Ａ）現本所庁舎敷地内 
（Ｂ）移転候補地 

＜下浜田町＞ 
 

上記①②の合計   211,500 万円  197,000 万円  ※差 14,500 万円 
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４. 完成イメージ 

外観パース 

 

内観パース 
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資 料 編  

資料 １ … 新本所庁舎の面積算定根拠 

  新本所庁舎の規模の算定については、一般的に総務省「平成 22 年地方債同意等基準 

運用要綱」及び国土交通省「新営一般庁舎面積算出基準」や他市の事例に基づき面積を 

算出する方法があります。      

         

１．職員の内訳      

組織名 特別職 
局長級 

次長級 
課長級 

補佐級 

係長級 

一般職 

(技師) 

一般職 

(事務) 
総数  

GTSK   2 4 8 11 12 37  

GTSS 2 2 1 6 13 16 40  

GCCJS   1   3 1 22 27  

明電舎   5 2 1 1   9  

クボタ   2   2 10   14  

合計 2 12 7 20 36 50 127  

           

２．総務省「平成２２年地方債同意等基準運用要綱」に基づく算定   

区分 役職 職員数 換算率 換算職員数 
基準 

面積 
標準面積 

1 
事
務
室 

特別職 2 人  20.0  40 人  

4.5

㎡  

180.00 ㎡  

1,503.90 ㎡  

局長級 

次長級 
12 人  9.0  108 人  486.00 ㎡  

課長級 7 人  5.0  35 人  157.50 ㎡  

課長補佐級 

係長級 
20 人  2.0  40 人  180.00 ㎡  

一般職 

(技師) 
36 人  1.7  61 人  275.40 ㎡  

一般職 

(事務) 
50 人  1.0  50 人  225.00 ㎡  

小計 

(職員数) 
127 人  － 334 人  － 1,503.90 ㎡  － 

2 倉 庫  事務室面積×13％ 195.51 ㎡  

3 会議室等  職員数×7 ㎡ 889.00 ㎡  

4 
玄関等 

（玄関廊下等） 
 各室面積（事務室＋倉庫＋会議室等）×40％ 1,035.36 ㎡  

5 車庫等  庁舎にて直接使用する公用車等（31 台）×25 ㎡ 775.00 ㎡  

6 議会関係諸室  議員定数（12 人）×35 ㎡ 420.00 ㎡  

       合計 4,818.77 ㎡  
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３．国土交通省「新営一般庁舎面積算出基準」に基づく算定 

 (地方小官署 県単位以下) ※特別職のみ地方大官庁 地方ブロック単位を使用 

区分 役職 職員数 換算率 換算職員数 
基準面

積 
標準面積 

1 
事
務
室 

特別職 2 人  18.0  36 人  

3.3 ㎡  

118.80 ㎡  

1,058.31 ㎡  

局長級 

次長級 
12 人  10.0  120 人  396.00 ㎡  

課長級 7 人  2.5  18 人  57.75 ㎡  

課長補佐級 

係長級 
20 人  1.8  36 人  118.80 ㎡  

一般職 

(技師) 
36 人  1.7  61 人  201.96 ㎡  

一般職 

(事務) 
50 人  1.0  50 人  165.00 ㎡  

小計① 

(職員数) 
127 人  － 321 人  － 1,058.31 ㎡  － 

2 

付
属
施
設 

会議室  職員 100 人当たり 40 ㎡、10 人増すごとに 4 ㎡×1.1 42.20 ㎡  

3 電話交換室  換算人数が 240 人～320 人 36 ㎡  36.00 ㎡  

4 倉 庫  事務室面積×13％ 137.58 ㎡  

4 宿直室  １人当たり 10 ㎡、１人増すごとに 3.3 ㎡（２名を想定） 13.30 ㎡  

5 
庁務員室 

(押入れ等) 
 １人当たり 10 ㎡、１人増すごとに 1.65 ㎡（２名を想定） 11.65 ㎡  

6 湯沸室  標準 6.5～13 ㎡ 13.00 ㎡  

7 受付等  最小 6.5 ㎡ 6.50 ㎡  

8 
便所及び 

洗面所 
 職員数が 100 人以上 150 人未満 46 ㎡  46.00 ㎡  

9 医務室  職員数が 100 人以上 150 人未満 45 ㎡  45.00 ㎡  

10 売店  職員数 150 人以上で 0.085 ㎡/人   

11 
食堂 

喫茶室 
 職員数が 100 人以上 150 人未満 54 ㎡  54.00 ㎡  

12 
議会関係 

諸室 
 議員定数（12 人）×35 ㎡ ※総務省算定より 446.80 ㎡  

  小計②   852.03 ㎡  

13 
設
備
施
設 

機械室 
 小計①②の合計が 1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満（冷暖房・小規

模庁舎） 
176.00 ㎡  

14 電気室 
 小計①②の合計が 1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満（冷暖房・高圧

受電） 
61.00 ㎡  

  小計③   237.00 ㎡  

15 
交
通･

車
庫 

玄関 

廊下等 
 小計①②③の合計×0.4 ㎡ 858.94 ㎡  

16 車庫 
 ①(大型)2 台×20 ㎡／②(乗用車)5 台×18 ㎡／(小型車)24 台

×13.2 ㎡ 
446.80 ㎡  

  小計④   1,305.74 ㎡  

       合計 3,453.08 ㎡  
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４．新本所庁舎に必要な面積について      

 総務省「平成２２年地方債同意等基準運用要綱」及び国土交通省「新営一般庁舎面積算出基準」に基

づき算出した、新本所庁舎に必要な延床面積は下記のとおりとなります。国土交通省基準で算定した結

果である 3,453.08 ㎡は、現在の庁舎面積 3,058.55 ㎡より多くなっていますが、現在の業務の中で

議会関係業務をするための会議室等を地元議会の会議室を借用している状況からも面積が不足している

ため、国土交通省基準にて算出した 3,453.08 ㎡を採用し、３,５00 ㎡を基本として採用することと

します。 

 

 

 総務省「平成２２年地方債同意等基準運用要綱」 ４,８１８.７７㎡   

 国土交通省「新営一般庁舎面積算出基準」 ３,４５３.０８㎡   

 採 用 面 積 ３,５００.０0 ㎡   
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資料 ２ … 面積単価 

新営予算単価を用いての算定 

令和４年度新営予算単価(国土交通省大臣官房官庁営繕部)の各単価（標準・加算）を用いて、       

新庁舎建設に適合する予算単価【面積単価：円/㎡（共通費込み）】を算出しました。 

   

基準規模 

建物別 庁舎 

構造・階数 ＲＣ-４ 

概略延べ面積（㎡） 3,000 

建物仕様詳細    

加算事項１ Ａ 
既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

支持層深さ 10ｍ 
ｵｽﾄﾒｲﾄ（円/ケ所） 耐震性加算（Ⅱ類） 

   断熱ｻｯｼ、複層硝子   

  Ｅ 電話交換設備 構内外灯 構内配電線路 
   構内通信線路 OA 用配線設備  

  Ｍ 屋外排水 100φ程度 屋外ガス 50φ程度  

加算事項２ Ａ ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 寒地割増（４地域）  

  Ｅ 非常用照明設備 
受 変 電 設 備

(0.185KVA/㎡） 

自家発電設備

(0.025KVA/㎡） 
   防犯設備   

  Ｍ 消火設備 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備 屋外給水 25φ程度 
   屋外給水 50φ程度   

      

加算単価 標準 共通加算 個別加算 1 

建
築
工
事

（
Ａ
） 

（1） 地業   0 

（2） 躯体 74,500 1,930 0 

（3） 仕上 70,250 2,510 9,250 

（4） その他  1,370 0 

Ａ小計 159,810           

      

電
気
設
備
工
事

（
Ｅ
） 

（1） 電力設備 30,950 7,300 3,380 

（2） 受変電自家発電設備  0 35,000 

（3） 通信設備 6,900 700 0 

（4） 電話交換設備  0 0 

（5） その他  0 370 

Ｅ小計 84,600           

      

機
械
設
備
工
事

（
Ｍ
） 

（1） 空気調和等設備 52,400 0 0 

（2） 給排水衛生設備 11,230 300 700 

（3） 消火設備  0 1,240 

（4） エレベーター設備  0 9,500 

（5） その他  0 0 

Ｍ小計 75,370     

 
 

          

合計（Ａ+Ｅ+Ｍ）：円/㎡ 319,780 
      

合計（税込）：円/㎡ 352,000 
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資料 ３ … 先行事例検討 

最近の竣工事例      

  県内Ｔ市 県内Ｎ町 京都府Ｋ町 山形県Ｋ町 

竣工年月 平成３０年 9 月 平成３０年１２月 令和３年８月 令和３年１月 

庁舎規模（㎡） 8,575.54 2,200 4,912.41 5,176.11 

コスト 

特記なきは庁舎のみ 

3,591,440,000 917,000,000 2,167,000,000 2,257,200,000 

３５億９,１４４万円 ９億１,７００万円 ２１億６,７００万円 ２２億５,７２０万円 

面積単価 

（円/㎡：税込み） 
419,000 417,000 441,000 436,000 

備考 １棟 １棟 平屋建 １棟 一部木造 外構共 

計３棟  

ＲＣ造３階建１棟 

車庫棟 

 鉄骨造平屋建 ２棟 

主な出典元 
市役所パンフレット 

予定価格 

契約情報 

落札額 

契約情報 

落札額 

契約情報 

落札額 

 

 


